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書類の提出案内（店頭販売商品：非食品編） 

 

商品審査の見直しにより一部提出書類の変更を実施しました。商品の分類により提出書類が異なり、必要書類が不

足しておりますと再提出をお願いすることになりますので、本案内を参考に提出もれのないよう、ご協力をお願い

いたします。 

※医療機器、古物など販売免許が必要なものは販売できません。 

 

１．商品画像・商品セットアップ画像・同梱物の画像 

商品の詰合せ内容（特に何がいくつかなど）がわかる画像、箱など外装容器に商品を詰合せた状態がわかる画像、

商品に同梱するリーフレット、説明書なども提出願います。 

・商品セットアップ画像は、販売状態の画像。 

・同梱物の画像は、同梱するものすべてを提出。 

・両面印刷および複数ページのものは、表紙だけでなく、裏表面、全面を提出。（文字が確認できる鮮明なもの） 

（無地の面は提出不要ですが、無地とわかるよう、「裏面は無地」などを補足願います。） 

 

２．表示ラベルの提出 

商品に添付する品質表示・タグなどの他、仕様・取扱説明書などを提出 

・取扱説明書などで複数ページあるものは全ページ。 

 

３．パッケージの写し 

・箱ものは、６面の展開図、袋ものは表・裏の２面を提出 

（無地の面は提出不要ですが、無地とわかるように、「その他の面は無地」「裏面は無地」などを補足願いま

す） 

 

4．什器・POP・販促物 

・什器は展開図が望ましい 

・対象物が大きく、全体画像とした場合、拡大しても文字などの判別が困難な場合は、文字などの記載部分を別

途用意願います。 

・商品の設置方法が不明の場合は、設置画像の提出をお願いする場合があります。 

 

※1～４については原則書類が揃ってから審査開始となります。（1～3に関しては画像でなく現品でも可） 

 外装パッケージ等については、商品審査時に確認している「別紙6 商品審査時に確認している外装パッケー

ジについて店頭販売商品用）」を参照願います。 

 

５．検査データについて 

「別紙1-2提出書類一覧（非食品編）」を参考に該当する商品群の欄のデータ等を提出願います。 

・セット商品は、商品ごとに該当する検査データを提出。 

・商品ジャンルに関わらず、「抗菌防臭」「耐荷重」「撥水」など特色のある仕様を商品現品および什器・POP 

などに記載する場合は、その記載の根拠となるデータ、証明書を提出願います。 

 

6．営業許可 

「別紙 1-2 提出書類一覧（非食品編）」を参考に販売に必要な届出があるものについて、届出書を提出願いま

す。 
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7．著作権・商標権・肖像権等 

 商品に「®」のマークが付いたもの・「登録商標」の記載があるものなど商標を取得している商品や 

版権物のキャラクター商品、意匠登録がある商品、特許製法などを取得している商品は、 

弊社との契約において、商品提供者さまが「第三者の知的財産権を侵害するものでなく、合法的なものである 

ことを保証する」「第三者との間に知的財産権上の権利侵害等の紛争が生じた場合は、～責任と負担において 

処理解決する」との「売買契約約款」の内容に変更がない限り、権利を侵害していない旨の証跡等は、 

原則として不要とさせていただきます。 

但し、商品によっては知的財産等が正規に使用されていることの確認や、許諾資料の提出をお願いする場合が 

あります。 

 

8．その他の必要書類 

商品ジャンルに関わらず、下記のケースは上記の書類にプラスして書類の提出が必要です。 

また商品現品や取扱説明書を確認した際、特に安全性を担保する目的で、追加データを要請する場合が 

ありますので、容赦願います。 

審査が円滑に行われるために、下記を参考に提出願います。 

 

対  象 必要書類 

今治タオル ・今治タオル工業組合の認証書 

・カタログ掲載の届け出確約書（使用許可願写し） 

オーガニックコットン ・原料綿の第３者認証機関による認証書  

・オーガニックコットン使用の確約書 

※製品としてのオーガニックは原則不可とします 

ホワイトグース、ホワイトダッグなど羽毛 羽毛の種類や産地を記載する場合に限る 

・原料証明（可能な限り第３者のもの） 

和紙（○○和紙と称するもの） 

天然竹 

ハンドメイド 

・使用確約書 

・製法確約書 

「○○賞受賞」 受賞証明（または根拠資料） 

その他、特徴的な語句が記載されているもの 

・「伝統」「古来」「新発売」「最古」など時代背景 

・「業界初」「希少」など統計面 

・「元祖」「老舗」「御用達」など客観的いわれ 

・「天然」「自然」など科学的根拠 

記載の根拠となるもの 

・文献のコピー 

 （文献の題名、出筆者名のわかるもの） 

・新聞の切り抜き（年月日の記載があるもの 

・その他 

第三者の証明書は写し、自社が確約する確約書は原本を郵送 

 

 

 

９．問合せ先 … 審査部 

 

以 上 

 


